
新ぐんまチャレンジ支援金
（概要資料）

【要件緩和版】



以下の５点について説明します

・ 申請期間

・ 支給額

・ 支給要件

・ 申請手続

・ 相談窓口

※詳細は、申請要領をよくご確認ください



申請期間

令和４年８月１日（月）

※上記期間にかかわらず受付を終了する場合があります
（事前に県HPで告知します）

令和５年１月３１日（火）

～ 申請期間を延長しました



支給額

法 人

個人事業者

上限額：４０万円

上限額：２０万円

（下限額：２０万円）

（下限額：１０万円）

※前向きな取組に掛かった実費相当額（千円未満切捨）を支給



支給要件

①令和４年４月以降の連続する２ヶ月※（対象月）における原材料費、燃料費等の

②令和４年４月以降に

①と②を両方満たす

県内の中小企業者・小規模事業者・個人事業者等が対象

※上記のほか、令和４年３月３１日以前から開業しており、不支給要件に該当していない者であること（詳細は申請要領をご確認ください）

令和元年、令和２年、又は令和３年のいずれかの年（比較年）仕入金額・経費 が、

１０％以上増加

前向きな取組を実施

における同２ヶ月比で

◎売上要件は、要件緩和により廃止

※通常要件：４月・５月
感染期特例：５月以降の連続する２ヶ月



支給要件① － 仕入金額・経費の増加

原油価格・物価高騰の影響により

自らの事業判断によらずに増加している場合に要件を満たします

（例）原材料費や経費の値上がりの影響による増加



支給要件① － 仕入金額・経費の増加（確認方法）

ＳＴＥＰ２の金額がＳＴＥＰ３と比較して
１０％以上増加していれば要件を満たします

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

※原材料費や燃料費等、確定申告で用いる科目、もしくは個別経費で確認

ＳＴＥＰ４

※仕入台帳や帳簿等の書類で確認（エクセルデータや手書きの台帳も可）

仕入金額・経費が増加している勘定科目（該当経費）を確認

令和４年の対象月における該当経費の合計額を確認

※法人であれば、法人事業概況説明書、または損益計算書により確認

※個人事業者であれば、青色申告決算書、または収支内訳書により確認

令和元年、令和２年、令和３年のいずれかの年（比較年）
の対象月における該当経費の合計額を確認



支給要件① － 仕入金額・経費の増加（確認書類）

法人の確認書類

法人事業概況説明書

（原材料費等の売上原価が該当経費）

損益計算書

（光熱費等の販売費及び一般管理費が該当経費）



支給要件① － 仕入金額・経費の増加（確認書類）

個人事業者の確認書類

青色申告決算書（２ページ）

（原材料費等の売上原価が該当経費）

青色申告決算書（１ページ）

（光熱費等の販売費及び一般管理費が該当経費）



支給要件① － 仕入金額・経費の増加（確認書類）

個人事業者の確認書類

収支内訳書

（白色申告の場合）

①比較年の対象月における仕入台帳・帳簿等の
確定申告の基礎となる書類で確認

②比較年の年間平均（確定申告書類に記載された
該当経費 ÷ １２月）の該当経費２ヶ月分

確定申告書類で比較年の対象月における該当経費を

確認できない場合、次の①又は②のいずれかで確

認することが可能です（法人・個人事業者共通）

＜仕入金額・経費の確認の補足＞



申請の特例

※上記のほかにも特例を設けています

詳細は、申請要領（P６～９）をよくご確認ください

仕入金額・経費の増加要件は、
以下の特例を設けています

経費率増加特例 季節性特例 新規開業特例

→仕入金額・経費は減少しているが、
経費率が増加している場合の特例
詳細は、次のページで解説

→農業者など仕入金額・経費に季節
性の変動が大きく、２ヶ月では比較
ができない場合の特例

→新規に開業したため、比較年
の仕入金額・経費が確認でき
ない場合の特例



経費率増加特例の適用について

令和４年及び比較年の対象月における該当経費の合計額を確認

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

※売上台帳や帳簿等の書類で確認（エクセルデータや手書きの台帳も可）

令和４年の対象月における売上の合計額を確認

※法人であれば、法人事業概況説明書により確認

※個人事業者であれば、青色申告決算書、または収支内訳書により確認

令和元年、令和２年、令和３年のいずれかの年（比較年）
の対象月における売上の合計額を確認

ＳＴＥＰ４

経費増加率 ＝（R4経費率 － 比較年経費率） ÷ 比較年経費率 ×100

※R4経費率 ＝ R4経費／R4売上×100 比較年経費率 ＝ 比較年経費／比較年売上×100

ＳＴＥＰ１～３で確認した金額を以下の計算式に当てはめ、
経費増加率が10％以上増加していれば特例の対象となります



経費率増加特例の適用について(売上の確認書類）

法人の確認書類

法人事業概況説明書

個人事業者の確認書類

青色申告決算書 収支内訳書

白色申告の場合、確定申告書類に

記載された売上÷１２月（月平均）

の２ヶ月分で確認してください



支給要件② － 前向きな取組

① 省エネ対応機器・設備の導入など、燃料費・光熱費等の経費削減につながること

② 製造方法や販売・提供方法等を変更し、効率化や経費削減につながること

③ その他、原油価格・物価高騰を踏まえた取組と認められること

（１）省エネ対応機器・設備の導入など、原油価格・物価高騰を踏まえた取組

省エネ空調の導入 照明のＬＥＤ化 デジタル技術を活かして効率化

＜取組例＞



支給要件② － 前向きな取組

①新たな商品・サービスの開発・製造や、新たな販売・提供方法への転換など、売上増加につながること

②商品やサービスの製造方法や販売・提供方法等を変更し、効率化や売上増加につながること

③その他、新規性があり効率化や売上増加につながる取組と認められること

（２）新たな商品・サービスの開発や販売方法の転換などの新規性のある取組

＜取組例＞

ＥＣサイトを開設 デリバリーサービスを開始 業態を転換



支給要件② － 前向きな取組

①各業界団体が策定したガイドライン等に明記されていること

②その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組と認められること

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて行う取組

＜取組例＞

顔認証型非接触体温計を設置 キャッシュレス決済システムを導入

※ＨＰに想定される取組例や実績事例を随時掲載しますので、参考にしてください



申請手続

申請手続には次の２つの区分があります

事後申請

事前申請

→前向きな取組の完了後に申請を行うやり方で

申請手続を一度で済ませたい方向け

→前向きな取組の実施前に申請を行うやり方で

支給対象となるか確認したい方向け



事後申請の申請フロー

申請者

審査事務局

申請者

②申 請

③内容審査

①取組実施・支払完了

④支給決定・支援金振込

・申請書
・誓約書
・確定申告書の写し
・申請に必要な書類
・仕入台帳等
・営業許可証等の写し
・本人確認書類の写し
・営業実態が確認できる書類
・通帳の写し
・取組の金額が分かる資料
・取組の内容が分かるもの



事前申請の申請フロー

申請者

審査事務局

申請者

審査事務局

申請者

①申 請

②内容審査

③仮支給決定

④取組実施・支払完了

⑤完了報告

⑥取組内容確認

⑦支給決定・
支援金振込

・申請書
・誓約書
・確定申告書の写し
・申請に必要な書類
・仕入台帳等
・営業許可証等の写し
・本人確認書類の写し
・営業実態が確認できる書類
・通帳の写し
・取組の金額が分かる資料

・完了報告書
・取組の金額が分かる資料
・取組の内容が分かるもの

②内容審査に１ヶ月程度掛かります。
申請締切までに⑤完了報告まで行って
頂く必要がありますので、なるべく早
い時期での申請をおすすめします。



申請方法

申請方法は次のいずれかで申請してください

オンライン申請

郵送申請

→県ホームページの申請フォームから申請

→申請書類を次の宛先に郵送（送料は申請者負担）

〒３７１－０８４７ 群馬県前橋市大友町３－２４－１

「新ぐんまチャレンジ支援金 事務局」あて

http://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00148.html



申請書類

①申請書
必要事項を全て記入（全３枚）

②誓約書
自署の上提出

③確定申告書の写し
比較年の確定申告書

⑤対象月の仕入金額・経費
が確認できる書類
仕入台帳、帳簿類など

（経費率増加特例を適用する場合、
対象月の売上が確認できる書類）

④申請に必要な書類 ※仕入金額・経費が確認できる書類

法人概況説明書、青色申告決算書、収支内訳書など



申請書類

⑪取組の金額が分かる資料
領収書又はレシート（必須） ＋
請求書、納品書、見積書等から１つ以上

⑫取組の内容が確認できるもの
購入した物品や導入した設備等の写真、
作成したＨＰのＵＲＬなど

⑨通帳の写し
通帳を開いて
１・２ページ目

⑧営業実態が確認できる書類
店舗、工場、会社、農場の写真など

⑦本人確認書類の写し
代表者の運転免許証、マイナンバー
カード、全部事項証明書 など

⑥必要な営業許可書の写し
営業に必要な許可等がない場合は提出不要

⑩完了報告書
（事前申請のみ）
取組完了後に提出



相談窓口

新ぐんまチャレンジ支援金コールセンター

📞０１２０－９７７－２８９

9:00-17:00
（土日・祝日含む全日）

受付時間

※申請要件の適否等について、事前確認を希望される方は事前申請をご利用ください


